
別紙

（単位：円）

　（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅰ．事業評価総括表（平成３０年度）

Ⅱ．事業評価個表（平成３０年度）

交付金事業に要した
経費

契約の相手方 契約金額
人件費 雇用 石巻市立牡鹿病院人件費３１名分 146,958,038

交付金事業の担当課室
交付金事業の評価課室

石巻市立牡鹿病院
石巻市立牡鹿病院

番号 備　考交付金充当額
交付金事業者名又は間接交付金事業

者名
交付金事業の名称措置名

143,178,000

421,612,000
0

421,612,000

131,972,000

131,972,000

146,462,000

146,462,000

146,958,038 143,178,0001 地域活性化措置 石巻市立牡鹿病院運営事業 石巻市

143,178,000

交付金事業の活動指標及び活動実績

措置名 交付金事業の名称
地域活性化措置 石巻市立牡鹿病院運営事業

契約の目的 契約の方法

毎年人員の変動があり、直近の数値で評価するため。

平成２８年度 平成２９年度
100.0% 100.0% 100.0%

番号
1

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石巻市

石巻市立牡鹿病院における外来及び入院延患
者数がどれだけ増加したかを指標とします。

交付金事業の概要

石巻市立牡鹿病院は、牡鹿地域における唯一の病院として、急性期医療に対応し、緊急医療においては、緊急告示病院及び病院群輪番制にも参加し昼夜を
問わず３６５日急患の受け入れ態勢を整えており、今後は、慢性期患者や在宅患者等へも積極的に対応します。また、牡鹿地域住民の疾病予防、早期治
療、災害医療等医療体制を確立することにより、地域医療サービス等の安定化を図り、病院の運営管理費（医師２名、看護師１８名、技師４名、薬剤師２
名、栄養士１名、事務員４名）計３１人分の人件費に交付金を活用します。

交付金事業に関係する都道府県又は市町
村の主要政策・施策とその目標

国が発出した「新公立病院改革プラン」に基づき、市民の健康と生命を守る地域医療の拠点として、継続的かつ安定的に良質の医療を提供するため、石巻
市病院事業の中期的な将来計画を取りまとめ、「石巻市新公立病院改革プラン」を策定しました。本プランにおいて、石巻市立牡鹿病院は、１．牡鹿地区
における唯一の「病院」として、一次から二次医療への対応、２．リハビリテーションの充実及び地域包括ケア病床等を活用した回復期医療への対応、
３．石巻市立病院や特別養護老人ホーム等との連携による慢性期医療への対応、４．牡鹿地区における在宅医療の拠点として活動の４点を主な役割として
掲げており、この役割を果たすよう努めてまいります。

平成３０年度
成果実績

32

平成３０年度平成２９年度

病院運営をする上で必要な職員数を確保します。
32 34 31

達成度

人
人目標値

うち文部科学省分

平成３０年度

17,253
19,880

％ 86.8%

交付金事業実施場所 石巻市鮎川浜清崎山７番地

157,850,839 146,958,038 441,492,698

達成度

活動指標
人
人活動見込

136,683,821

事業期間の設定理由
評価年度

外来・入院延患者数

備　考(28～30年度合計)

交付金事業の契約の概要

交付金事業の総事業費等

平成３０年度 事業終了（予定）年度 平成３０年度事業開始年度

成果目標 成果指標

交付金事業の成果目標及び成果実績

評価年度の設定理由

常勤医師１名（外科医師）の退職により目標に達しなかったものの常勤医師２名（内科医師・歯科医師）体制で患者さんが安心して診療が受けられるよう
役割を果たしていきます。なお、診療に影響がないように、不足している病院職員数を嘱託職員及び非常勤医師等の配置により適切な医療体制を維持し、
今後も現状の医療体制を維持していきたいです。

無

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

単位

％
34 31

うち経済産業省分

平成２８年度単位
活動実績

総事業費
交付金充当額



　　　　　　　と。

　　　　　　　施した課室の名称を記載すること。事業実施課室と評価実施課室が同一でも差支えない。

　　　　（９）　交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定

　　　　（10）　評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、

　　　　（11）　交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載するこ

　　　　（12）　交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
　　　　（13）　交付金事業の担当課室の欄は事業を実施した課室を、交付金事業の評価課室の欄は事業評価を実

　　　　　　　　なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による

　　　　（８）　成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度

　　　　　　　該機関等による評価についても、併せて報告を行うこと。

　　　　　　　性的な成果及び評価の記載のほか、成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向け
　　　　　　　た改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。

　　　　　　　第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

　　　　　　　づけられている当該都道府県又は市町村の上位政策・施策とその目標を記載すること。

　　　　　　　の目標を踏まえて定量的に記載すること。当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄
　　　　　　　に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載
　　　　　　　すること。

　　　　　　　載すること。

　　　　（６）　成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とそ

　　　　（７）　評価年度及び評価年度の設定理由の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ記

　　　　　　　　なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当

　　　　　　　評価実施時期も考慮すること。

　　　　　　　が到来していない場合は、成果実績の欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。

（備考）（１）　事業ごとに作成すること。 
　　　　（２）　番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
　　　　（３）　交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。
　　　　（４）　交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、当該事業が関連

　　　　（５）　事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。


